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洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について

大阪労働局管内にある印刷業の事業場で校正印刷の業務に従事した労働者が胆管がんを発

症したとする労災請求がなされた事案において、 1，2 ジクロロプロパン(別名二塩化プロ

ピレン)をはじめとする脂肪族塩素化合物を主成分とする有機塩素系洗浄剤が多量に使用され

ていたことを踏まえ、平成 24年 7月 23日付け基安発 0723第 1号「印刷業等の洗浄作業にお

ける有機塩素系洗浄剤のばく露低減化のための予防的取組について」により、脂肪族塩素化合

物を用いて行う洗浄作業における換気の確保、保護具の使用、作業方法等の改善等の対策を講

ずるよう通達しました(平成 25年 3月 14日付けで廃止)。

今般、当該事業場で印刷機の洗浄又は払拭の業務に従事し胆管がんを発症した労働者等につ

いては、労災請求を受けて厚生労働省が行った「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に

関する検討会Jの報告書において、 1，2ージクロロプロパンの高濃度ばく露が胆管がん発症

の原因となった蓋然性が高いとの指摘を受けたところです。

1， 2ージクロロプロパンについては、早急にばく露の実態を踏まえ、必要なばく露防止措

置について検討を行い、特定化学物質障害予防規則(昭和 47年労働省令第 39号)等で規制す

る予定ですが、法令改正がなされる前で、あっても、予防的観点から、 1，2ージクロロプロパ

ンの使用をできるだけ控えることが適当です。また、 1，2ージクロロプロパン以外の脂肪族

塩素化合物、石油系炭化水素類をはじめとする揮発性の高い化学物質についても、洗浄又は払

拭の業務で用いる場合には、労働者に高濃度のばく露のおそれがあることから、関係法令や指

針での個別規制の有無にかかわらず、労働者の化学物質へのばく露をできるだけ低減する必要

があります。

このため、 1，2ージクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場において液体の化学

物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を対象として、「洗

浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策Jを別添のとおり定

めたので、ご理解の上、ばく露防止対策を適切に講ずるよう、傘下会員事業場等に対し、周知

いただくようお願いいたします。

なお、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」における検討の結果、

ジクロロポタンについても長期間の高濃度ばく露により胆管がんを発症し得ると医学的に推

定されるとされたことを踏まえ、ジクロロメタンを取り扱う業務については、有機溶剤l中毒予

防規則(昭和 47年労働省令第 36号)等の現行法令を遵守するよう、あらためてお願いいたし

ます。
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洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策

1 1， 2ージクロロプロパンを取り扱う業務について

(1)対象業務

1， 2 ジクロロプロパンを取り扱う業務

(2)使用の抑制

別添

事業者は、洗浄又は払拭の業務に労働者を従事させるときは、可能な限り、 1，. 2ージ

クロロプロパンを含む洗浄剤を使用しないこと。

(3)事業者が講ずべき対策

やむを得ず 1，2ージクロロプロパンを 1%を超えて含有する洗浄剤を用いて行う洗

浄又は払拭の業務に労働者を従事させるときは、以下の対策を講ずること。また、

1， 2 ジクロロプロパンを用いて行うそれ以外の業務においても、以下のエに準じて

気中濃度の測定等を行い、労働者の 1， 2ージクロロプロパンのばく露を防止する必要

があること。

ア雇入れ時等の教育

労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第 32号)第 35条第 1項に基づく雇入れ時等

の教育には、 1，2ージクロロプロパンの危険有害性、取扱い方法、発生するおそれの

ある疾病の原因及び予防、事故時等における応急措置及び待避等に関する事項について

の教育を含めること。

イ 作業指揮者の選任

事業者は、 1，2ージクロロプロパンを用いた洗浄又は払拭の業務に労働者を従事さ

せるときは、化学物質の危険有害性に十分な知識を有する者のうちか伝作業指揮者を選

任し、労働者の 1，2 ジクロロプロパンのばく露防止の観点から作業を指揮させると

ともに、保護具の使用状況を監視させること。

ワ発散抑制措置

屋内作業場において 1，2ージクロロプロパンを用いた洗浄又は払拭の業務に労働者

を従事させるときは、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、 1，2ージク

ロロプロパンの発散を抑制すること。

エ気中濃度の測定等

屋内作業場において 1，2ージクロロプロパンを用いた洗浄又は払拭の業務に労働者

を従事させるときは、定期に、 1，2ージクロロプロパンの空気中の濃度を測定し、そ

の結果の記録を 30年間保存すること。測定の結果、空気中の 1，2 ジクロロプロパ

ンの濃度が 10ppmを超える場合は、使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改

善等を行い、これを下回るようにすること。なお、改善するまでの問、労働者に有機ガ

ス周防毒マスク等有効な呼吸用保護具を使用させること。

オ作業の記録

洗浄又は払拭の業務に従事する労働者について、 1月を超えない期間ごとに、労働者

の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びに 1，2ージクロロプロ

パンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の

措置の概要を記録し、これを 30年間保存すること。

カ保護手袋の使用

洗浄又は払拭の業務に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。ただ
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し、 1，2 ジクロロプロパンが労働者の皮膚から吸収されるおそれがない場合は、こ

の限りでない。

2 屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗

浄(脱脂を含む。)又は払拭の業務について

(1) 対象業務

屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類

の洗浄(脱脂を含む。)又は払拭の業務。ただし、有機化合物の含有量が重量の 5%以
下(がん原性指針の対象物質については、重量の 1%以下のもの)の化学物質のみを

用いるものを除く。

注)がん原性指針 労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成 24年 10月 10日付け健

康障害を防止するための指針公示第 23号)

(2 ) 有機溶剤中毒予防規則、がん原性指針等との関係

有機溶剤j中毒予防規則(昭和 47年労働省令第 36号)、特定化学物質障害予防規則

(昭和 47年労働省令第 39号)及びがん原性指針の対象物質については、それぞれの

規定に基づき、局所排気装置等の設置、作業環境測定、作業主任者又は作業指揮者の

選任、呼吸用保護具、保護手袋等の使用、特殊健康診断等必要な措置を講ずること。

(3 ) 危険有害性情報に基づく化学物質管理

化学物質の譲渡・提供に当たっては、労働安全衛生法施行令(昭和 47年政令第 318

号)別表第9に掲げる化学物質はもちろんのニと、その他の危険有害化学物質等につ

いても労働安全衛生士見則第 24条の 15に基づき、相手方の事業者に対して安全データ

シート(以下 rSDSJ という。)を交付することとされているので、化学物質の譲渡・

提供を受ける際は、譲渡・提供者から SDSの交付を受け、当該 SDSを活用して次の措

置を講ずること。

なお、使用に当たっては、容器への危険有害性清報等の表示を確認の上、 SDSを作業

場内に掲示する等により労働者に周知する必要があること。(労働安全衛生法(昭和 47

年法律第 57号)第 101条第2項、労働安全衛生規則第 24条の 14及び第 24条の 15)

ア雇入れ時等の教育

震入れ時等の教育には、 SDSの記載事項を踏まえ、当該化学物質の危険有害性、取扱

い方法、発生するおそれのある疾病の原因及び予防、事故時等における応急措置及び

待避等に関する事項についての教育を含めること。(労働安全衛生規則第 35条第 1項)

イ 適切な換気の確保

SDSのばく露防止に関する事項から各種濃度基準等を確認し、労働安全衛生規則第

577条の規定に基づき、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設

ける等により、作業場における空気中の化学物質の含有濃度が有害な程度とならない

ようにすること。

なお、一般の事務室等に設置されている空調設備は、温度や湿度の管理を行う観点

から外気の取入れ割合を抑えた還流型の方式が一般的であるが、有害物の排出という

観点からは、還流型の空調設備による換気は適切な換気には含まれないこと。

ウ 呼吸用保護具の使用

洗浄又は払拭の業務を行っている問、作業に従事する労働者及びその近傍にいる他

の労働者に有機ガス用防毒マスク等有効な呼吸用保護具を使用させること。ただし、

イにより局所排気装置若しくはプッシュプノレ型換気装置を設けて発散抑制措置を講ず

る場合、又は全体換気装置を稼働させる場合であって労働者が高濃度の化学物質にば
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く露するおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。

エ保護手袋の使用

洗浄又は払拭の業務に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。た

だし、 SDSのばく露防止措置又は保護措置に係る事項を確認し、皮膚に障害を与えたり

皮膚から吸収されたりするおそれがない場合は、この限りでない。

オ引火等の防止

洗浄又は払拭の業務に用いる揮発性化学物質には、容易に引火する物も含まれるこ

とから、 SDSの取扱い及び保管上の注意、火災時の措置等を確認し、火気その他着火源

となるおそれのあるものに接近させない等火災を防止するための措置を講ずること。

カ 作業方法等の改善

洗浄又は払拭の業務に従事する労働者の呼吸誠におけるばく露をできるだけ低減さ

せるよう、作業位置、作業姿勢及び作業方法を選択するとともに、作業時間をできる

だけ短縮させること。

また、払拭の業務に使用した布片、いわゆる「ウエス」には、相当量の化学物質が

残留しているため第二の発散源となることに留意し、作業場内に放置することなく、

蓋付きの廃棄物入れ等に入れ蓋を閉じておくこと。

キ使用化学物質の代替

化学物質による健康障害を予防する観点、から、使用化学物質を別のものに代替しよ

うとするときは、あらかじめ SDS等によりその有害性がより低いことを確認した上で

行うこと。その際、許容濃度、皮膚感作性をはじめ当該化学物質そのものの有害性だ

けでなく、蒸気圧や使用量など想定されるばく露の程度も勘案する必要があること。

(4) 危険脊害性が不明の化学物質への対応

化学物質の譲渡・提供に当たり労働安全衛生法第 57.条の 2及び労働安全衛生規則第

24条の 15に基づく SDSの交付を受けることができない化学物質については、国内外で

使用実績が少ないために研究が十分に行われず、危険有害性情報が不足している場合も

あるため、洗浄剤として使用するのは望ましくないこと。やむを得ず洗浄又は払拭の業

務に使用させる場合は、危険有害性が高いものとみなし、 1の (3)のア、イ、ワ、オ

及びカに規定する措置を講ずるとともに、労働者に有効な時吸用保護具を使用させるこ

とによりばく露を防止すること。

注) 1 脂肪族塩素化合物

ベンゼン環を含まない鎖状又は環状の炭化水素の水素原子の一部又は全部を塩素原

子で置き換えた構造をもっ化合物。炭素原子と塩素原子の数が数個のものは、常温で液

体のものが多く、印刷インキや金属に付着した油脂の除去に効果的であるが、蒸気圧が

高いものは洗浄又は払拭の作業において容易に蒸発し、作業場内に発散するよ引火性の

物とそうでない物がある。

2 石油系炭化水素類

鎖状、環状文はベンゼン環を含む炭化水素。炭素原子の数や構造により、常温で液体

のものは単体として用いられるほか、混合物を蒸留して沸点が 150-300
0
C程度のものを

混合物のまま取り出して洗浄用に用いられる。混合物として譲渡され、又は提供される

ものは、同一の名称であっても炭化水素の含有量や不純物が異なることがあるため、危

険有害性を判断するに当たっては留意が必要である。油脂をよく溶かす性質があり、そ

の多くが引火性のものである。
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医療関係者、事業主、労働者のみなさまヘ

あなたの近くに、
胆管がんの方はいらっしゃいませんか?

仕事が原因で胆管がんを発症したと認められた場合、
労災保険給付が受けられます。

胆管がんの発症や死亡かち、長期間経過している場

合也、労災として認定される可能性があります。

※業務と胆管がん発症との関係について、一定の検討結果がとりまとめられた
ごとにより、平成25年3月14日までは、胆管がんによる労災保険の請求権の
時効は進行しないことになっ、ています。

特に次のような方はご注意ください。

@過去に印刷機の洗海・払拭作業のように、 1，2-ジクロロプロパン、・
ジクロロメタン等※を用いた溶剤に高濃度でほく露した方

@若くして胆管がんを発症した方

(胆管がんは通常、高齢者に発症が多いとされる疾病です。)

i※1，2ージクロロプロパン、ジクロロメタンとは溶剤、洗糊等に使用されて ! 
i いる塩素系有機溶剤です。なお、具体的な商晶名ではありません。 i 

| 労災紘つ叩都道関働問働基準藍督署に

ご相談ください。〈連緒先は裏面) I 

。厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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在所

札幌市牝区北B条西2-1-1 札幌第1合同庁舎

青森市新町2-4-25 青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西遥1C-9-15 盛岡第2合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎

秋田市山王7-1，""3 秋田合同庁舎

山形市香澄町3-2-1 山交ピル

!福島市霞町 1~4 6 福島合同庁舎

水戸市寓町 1-8'-3 1 茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町工 -4 宇都宮第2地方合同庁舎

前橋市大渡町 1-10-7 群馬県公社総合ピル

さいたま市中央区新都心1.1，， 2 ヨジド・アクシス・タワー

千葉市中央区中央4-11-1 千葉第Z地方合同庁舎

千代田区九段南 1~2-1 九段第 3合同庁舎

総兵市中区北仲通5-57 横浜第Z合同庁舎

新潟市中央区美咲町1-2-1 幸斥潟美咲合同庁舎Z号館

富山市神通本町 1-5-5 富山労働総合庁舎

金沢市西念 3-，， 4-1 金沢駅西合同庁舎

福井市春山 1-1-54 福井春山合同庁舎

甲府市丸の内 1-1~11

長野市中御所1-22-1

岐車市金竜町吉こ 13 岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸2~5-1 名古屋台同庁舎第2号館

津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

大津市御幸町 6~6

京都市中京区両替町遥御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前4"':'1-6'7 大阪合同庁舎第Z号館

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー

奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎

和歌山市黒田 2-3-3 和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安2-89-9

松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎

岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第Z合同庁舎

広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第Z号館

山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館

徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎

高松市サンポート 3-33 高松サシポート合同庁舎

松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎

高知市南金田 1-39

福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館

佐賀市駅前中央3-3-.20 佐賀第2合同庁舎

長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル

熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎

大分市東春日町 17-20 大分第Zソフィアプラザピル

宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町 13-21 鹿児島合同庁舎

那覇市おちろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎

電話審可
011(709)2ヨ11

017(734)4115 

019(604)3009 

022(299)8843 

018(883)4275 

. 023(624)8227 

024(536)4605 

. 029(224)6217 

028(634)9118 

027(210)5006 

048(600)6207 

043(221)4313 

03(3512)1617 

045(211)7355 

025(288)3506 

076(432)2739 

076(265)4426 

0776(22)2656 

055(225)2856 

026(223)0556 

058(245)8105 . 

054(254)6369 

052(972)0259 

059(226)2109 

077(522)6630 

075(241)3217 

06(6949)6507 

0花 (367)9155

0742(32)0207 

073(488)1153 

0857(29)1706 

0852(31)1159 

086(225)2019 

082(221)9245 

083(995)0374 

088(652)9144 

087(811)8921 

089(935)5206 

088(885)6025 

092(411)4799 

0952(32)7193 

095(801)0034 

096(355)3183 

097(536)3214 

0985(38)8837 

099(223)8280 

098(868)3559 


